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北九州市告示第４０９号 

 ふるさと北九州市応援寄附金の納付について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定したので

、北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第２４条の３第２項

の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１０月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指 定 代 理 納 付 者 
指 定 期 間 

名   称 住   所 

楽天株式会社 東京都世田谷区玉川一

丁目１４番１号 

平成３０年９月１８日

から平成３１年３月３

１日まで 
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北九州市告示第４１０号 

 ふるさと北九州市応援寄附金の納付について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定したので

、北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第２４条の３第２項

の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１０月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指 定 代 理 納 付 者 
指 定 期 間 

名   称 住   所 

ソフトバンク・ペイメ

ント・サービス株式会

社 

東京都港区東新橋一丁

目９番２号 

平成３０年９月２５日

から平成３１年３月３

１日まで 
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北九州市告示第４１１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、寄附金の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年１０月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社さとふる 東京都中央区京橋二丁

目２番１号 

平成３０年９月２５日

から平成３１年３月３

１日まで 
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北九州市公告第６６８号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ 

る道路を指定したので建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第 

１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年１０月３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定年月日及び指定番号 

  平成３０年１０月３日 第７４４８０４号 

２ 路線名 

路線名 事業名 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 起点 終点 

須磨園南

原曽根線 

交通安全

施設等整

備事業 

５．２～

１２．９

７０．４ 北九州市小倉

南区朽網西六

丁目１３８６

番１ 

北九州市小倉

南区朽網西五

丁目１３８９

番１地先 
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北九州市公告第６６９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のと

おり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成３０年１０月３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ドラッグコスモス白銀店 

  北九州市小倉北区白銀一丁目８番１０号ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

  代表取締役 宇野正晃 

  福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 第一福岡ビルＳ館４階 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  株式会社コスモス薬品 

  代表取締役 宇野正晃 

  福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 第一福岡ビルＳ館４階 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成３１年５月２８日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  １，２９７平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１） 駐車場の収容台数 

  ３７台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  ２４台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  ５０平方メートル 

（４） 廃棄物等の保管施設の容量 

  １３．５立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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  午前９時から午後１０時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  出入口３箇所 

（４）  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  ２４時間 

８ 届出年月日 

平成３０年９月２７日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉北区大手町１番１号 

  北九州市小倉北区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   平成３０年１０月３日から平成３１年２月４日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に平成３０年１２月２９日から平成３１年１月３日までの日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時まで 

１１ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を平成３１年２月４日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第６７０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成３０年１０月３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ホームプラザナフコ星ケ丘店 

  北九州市八幡西区星ヶ丘二丁目１番地１０１ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ナフコ 

  代表取締役 石田卓巳 

  北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号 

  株式会社ナチュラル 

  代表取締役社長 森  信 

  福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地１ 

３ 変更する事項 

 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

（１） 変更前 出入口３箇所 

（２） 変更後 出入口４箇所 

４ 変更の年月日 

  平成３０年９月２１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

平成３０年９月２１日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

  北九州市八幡西区役所総務企画課 
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８ 縦覧期間 

   平成３０年１０月３日から平成３１年２月４日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に平成３０年１２月２９日から平成３１年１月３日までの日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を平成３１年２月４日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公営競技局管理規程第４０号 

 北九州市自転車競走実施条例施行規程等の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  平成３０年９月２８日 

北九州市公営競技局長 上 野 孝 司 

北九州市自転車競走実施条例施行規程等の一部を改正する規程 

 （北九州市自転車競走実施条例施行規程の一部改正） 

第１条 北九州市自転車競走実施条例施行規程（平成３０年北九州市公営競技

局管理規程第３５号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「取締り」を「取締り等」に、「第６２条・第６３条」を「第６２

条―第６３条」に改める。 

第７章の章名及び同章第２節の節名中「取締り」を「取締り等」に改める

。 

第６２条第１項第１１号を同項第１２号とし、同項第１０号の次に次の１

号を加える。 

  （１１） 次条第１項又は第６２条の３第２項の規定により入場を禁止さ

れた者に準ずる者として管理者が定める者 

  第６２条第２項中「次条第２項」を「第６３条第２項」に改める。 

  第６２条の次に次の２条を加える。 

  （本人からの申請による入場禁止） 

第６２条の２ 管理者は、管理者が別に定める書面により競輪の開催日に競

輪場及び場外車券売場への入場を禁止するよう申請があったときは、管理

者が別に定める期間中、当該申請を行った者に対して、競輪の開催日に競

輪場及び場外車券売場への入場を禁止することができる。 

２ 管理者は、前項の規定により入場を禁止された者から管理者が別に定め

る書面により入場の禁止を解除するよう申請があったときは、同項の規定

による入場の禁止を解除することができる。 

３ 第１項の規定により入場を禁止された者は、管理者が別に定める期間中

、前項の規定による申請をすることができない。 

  （家族等からの申請による入場禁止） 

第６２条の３ 車券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている

疑いのある者の家族等（当該疑いのある者と同居する成年者である親族（

配偶者並びに６親等内の血族及び３親等内の姻族をいう。）その他管理者

が別に定める者をいう。次項において同じ。）は、管理者が別に定める書

面により当該疑いのある者の競輪の開催日の競輪場及び場外車券売場への
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入場を禁止するよう申請することができる。 

２ 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係

る入場を禁止されようとする者（以下この条において「入場禁止候補者」

という。）が車券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている

状態にあると認めるときは、入場禁止候補者及び同項の規定による申請を

行った家族等（第４項、第５項及び第７項において「申請家族等」という

。）に対して、入場禁止候補者の競輪の開催日の競輪場及び場外車券売場

への入場を禁止する旨及びその期間を通知して、入場禁止候補者の競輪の

開催日の競輪場及び場外車券売場への入場を禁止することができる。 

３ 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、入場の禁止を不服と

するときは、同項の規定により通知された期間の初日の前日までに書面を

もって管理者に対して意見を申し出ることができる。 

４ 管理者は、前項の規定による意見に理由があると認めるときは、第２項

の規定による入場の禁止を取り消すこととし、入場禁止候補者及び申請家

族等にその旨を通知する。 

５ 管理者は、第２項の規定により入場を禁止された者又は申請家族等から

管理者が別に定める書面により当該者の入場の禁止を解除するよう申請が

あった場合において、管理者が別に定める事由に該当するときは、当該者

の入場の禁止を解除することができる。 

６ 第２項の規定により入場を禁止された者は、管理者が別に定める期間中

、前項の規定による申請をすることができない。 

７ 管理者は、第１項又は第５項の規定による申請があったときは、それぞ

れの申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を入場禁止候補者、同項に

規定する入場を禁止された者又は申請家族等に求めることができる。 

第６３条第１項第１号中「前条第１項各号」を「第６２条第１項各号」に

改め、同項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  （２） 第６２条の２第１項又は前条第２項の規定により入場を禁止され

た者 

 （北九州市自転車競走キャッシュレス投票実施規程の一部改正） 

第２条 北九州市自転車競走キャッシュレス投票実施規程（平成３０年北九州

市公営競技局管理規程第３８号）の一部を次のように改正する。 

第６条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし

、第２号の次に次の２号を加える。 

  （３） 北九州市自転車競走実施条例施行規程（平成３０年北九州市公営
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競技局管理規程第３５号）第６２条第１項第１１号に掲げる者 

  （４） 北九州市自転車競走実施条例施行規程第６２条の２第１項又は第

６２条の３第２項の規定により競輪の開催日に競輪場及び場外車券売場

への入場を禁止された者 

 （北九州市自転車競走電話投票実施規程の一部改正） 

第３条 北九州市自転車競走電話投票実施規程（平成３０年北九州市公営競技

局管理規程第３９号）の一部を次のように改正する。 

第６条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし

、第２号の次に次の２号を加える。 

  （３） 北九州市自転車競走実施条例施行規程（平成３０年北九州市公営

競技局管理規程第３５号）第６２条第１項第１１号に掲げる者 

  （４） 北九州市自転車競走実施条例施行規程第６２条の２第１項又は第

６２条の３第２項の規定により競輪の開催日に競輪場及び場外車券売場

への入場を禁止された者 

  第１５条の次に次の１条を加える。 

（その他の事由による利用停止） 

第１５条の２ 管理者は、第１４条第１項又は前条第２項の規定により電話

投票の利用を停止された加入者に準ずる加入者として管理者が定める者に

よる電話投票の利用を停止することができる。 

   付 則 

 この規程は、平成３０年１０月１日から施行する。 
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